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第１ 請求 
   本件請求に係る請求人、請求があった日及び内容は、以下のとおりである。 
 １ 請求人 
   住所  荒川区 
   氏名  Ｔ氏、Ｕ氏、Ｖ氏 
  
 ２ 請求があった日 
   令和６年２月１３日 
 
 ３ 請求の内容 
   請求人提出の荒川区職員措置監査請求書の内容は、おおむね次のとおり

である。 
   

（１） はじめに 
この措置請求は、地方自治の本旨（憲法第９２条）に基づき、地方 

自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条

第１項を根拠として行われている。そのことは、西日暮里五丁目の

住人が、まちづくりと自らの人生の主体として尊重されなければな

らないということである。 
現在行われている西日暮里再開発は、地域取りへのアンケート調

査において、街の顔である多様な店舗や借家権者を外して行われ、

結果が恣意的に作られるなど、住民の利益に反しており、その幸福

追求権（憲法第１３条）、生存権（憲法第２５条）を蹂躙するもので

ある。 

しかもそれは、都市再開発法の要件を備えておらず、本件再開発

事業の進行により貴重な区有地、区財政が濫費されることを荒川区

民として看過するわけにはいかない。 

以下にその請求の趣旨を詳しく記す。 
  
（２） 措置要求の要旨 

ア 対象となる財務会計行為の停止を求める措置請求 
荒川区長は、西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業（以下「本

件事業」という。）のために計上された予算の執行に係る財務会計行

為（以下「本件財務会計行為」という。）を行うことは、後記のよう

に違法・不当であるため、本財務会計行為を行ってはならないとの

措置を講じることを求める。 



2 
 

イ 当該財務会計行為が違法又は不当であること 
① 本件事業の施行区域は、都市再開発法第３条の要件を満たさないこ

と 
都市再開発法第３条では、第一種市街地再開発事業について、都

市計画に定めるべき施行区域は、「当該区域内に十分な公共施設が

ないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、

当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること」（同条第

３号）、「当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機

能の更新に貢献すること」（同条第４号）を要件として定めている。 
すなわち、このような都市再開発の必要性を満たす区域でなけれ

ば、第一種市街地再開発事業を行うことができないところ、本件事

業の施行区域（以下「本件区域」という。）は、都市再開発法第３条

第３号の要件を満たさず、違法である。 
以下、上記の要件に該当しないことについて詳記する。 

ａ 「当該区域内の土地の利用が著しく不健全である」（同条第３ 

号）とはいえないことに関して、区の再開発担当者は、「区画整理

から４０年経過して経年劣化があり、不健全といえる」と言って

いる。 
しかし、４０年前に放射１１号線建設に伴う区画整理があり、そ

の時土地区画整理法施行規則第９条に従って区画整理は行われた。 
その後、舎人ライナー建設時にもう一度、都市計画の負担を背負

いながら二度に亘り整備されている。また、２０年前、３２番地の

大きな敷地が更地となりマンション・シャリエ西日暮里が建設さ

れている。 
本件区域には区立道灌山中学校跡地を始め、ひぐらし保育園、西

日暮里在宅高齢者通所サービスセンター（令和４年４月１日、区民

合意も図らないまま廃止）、包括支援センターなど公共性の高い公

共公益施設が現存もしくは存在していた。現在もクリニックなど

生活にかけがえのない施設が充実している。 
また、荒川区は、「道路は幅員が狭く歩道も整備されていないこ

とから歩行者の安全が確保されておらず、また、地区内には、大小

さまざまな敷地が混在する」「駅前の立地条件を生かしきれない状

況」だという。 
これは全くの認識違いである。道路は入り組んでもいない。道幅

は緊急車両通行に問題はなく、大型車走行時にも何ら支障はきた

さず事故は起こっていない。三方を鉄道とアンダーパスに囲まれ
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た場所で通過交通は過少といえるくらいである。昭和４０年当時

区画整理の時に土地区画整理法施行規則第９条第４号に「住宅地

においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように

配置しなければならない。」とあったので、それに合うように気遣

ったと当時の区画整理に携わった人が証言している。 
隣接区域の北区田端新町、さらには足立区方面から多くの人た

ちが徒歩、自転車で西日暮里駅へ向かうが、流れは滞ることなく事

故発生もない。しかも、駅前再開発と言われているが、駅前ではな

く、道灌山通りを挟んだ駅周辺といったところである。駅近の利便

性を享受しつつ、安全な生活が送られている。 
なお、建築物に関しては耐火構造・準耐火構造で約９８％を占め

ており、木造家屋の密集はない。都の調査では、建築倒壊率は低く、

災害困難時の危険度２である。区域東側及び南側は高度利用され、

公共施設も整備済みである。健全・安心・安全な地域である。 
本件区域が都市再開発法第３条第３号に該当するという判断は

誤りである。 
ｂ 「当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の

更新に貢献する」（同条第４号）とはいえないこと 
(a) 本件事業の内容 

本件事業対象区域は、荒川区西日暮里五丁目３２番から３７番

に位置する。計画地の南側には都道４５７号駒込宮地線（道灌山

通り）、東側には都道５８号台東川口線（尾久橋通り）が通って

いる。計画地の西側にはＪＲ東北本線、北側はＪＲ常磐貨物線、

東側は日暮里・舎人ライナー、南側には東京メトロ千代田線が通

っている。「都市計画法」によれば、準工業地域及び商業地域に

指定されている。 

当初の説明では、この本件区域に現存する建物を全て取り壊し、

住宅・事務棟として高さ１８０メートル、地上４７階、地下２階

の超高層ビル、商業・ホール棟として１１階建てのビルを建設す

るというものであった。地権者説明会において、この規模、この

高さにしないと「儲からないので」とデペロッパーは説明してい

た。 

荒川区は区有地を３０億円で売却し建設費１９０億円のホー

ルを１６０億円の負担で建築し、にぎわいのあるまちづくり、文

化交流の拠点にするとしていた。 

しかし、令和２年６月２４日の区議会本会議において「新型コ
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ロナウイルスによる財政状況の悪化を鑑みればホールの整備は

断念」し、９月２７日の区庁議で「ホール断念・代替施設検討」

を正式決定した。 

その後、９月の建設環境委員会で荒川区はホールの代替施設と

して、①民間によるコンベンション施設、②区有施設の方向へと

変更を提示した。 

この区有施設とは、区有地の権利変換によって商業棟７階部分

（４,０００㎡）を取得し権利床を獲得して民間活力も導入した

施設にするという。内容はギャラリー、防音型の音楽室、図書な

どが気軽に受け取れる場、学びラウンジやワークショップスペー

ス、ミーティングスペースであった。 

この内容には建設環境委員会、文教・子育て委員会、決算委員

会においても議論になり、「これなら区有地だけでできたのでは

ないか」「疑念がある」「再開発がタワーマンション建設というこ

とには疑念がある」との議員の発言があった。副区長は「今日を

振り出しに検討を始める」と発言している。 

当初、道灌山中学校跡地をどうしようかということが、いつの

まにかこの地区に必要な保育施設、高齢者施設を除去し、区有地

を処分して多額の予算を使って、タワーマンションを建設する再

開発計画になってきた。何が区の施設として必要なのか、住民・

区民は、何を望んでいるのだろうかということから出発せずに、

建物ありきであり、区民のものである区有地の有効利用とはほど

遠いものとなっている。 

また、区民ホールが民間建設運営のコンベンション施設に変更

されたが、容積率緩和の基準に該当しないと思われる部分がある。 

東京都と荒川区の「西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業

連絡調整会議資料・令和元年７月」の資料によると『区民ホール

の床面積等が１０，１９４㎡で公共的屋内空間の確保に関する容

積率緩和は、公共的屋内空間の床面積の割合（容積率５０％以上

１００％未満に相当する場合）より５０％とする。』と記載され

ていたが、変更後に区が所有する文化交流施設は４，０００㎡と

公表されている。 

この面積を公共的屋内空間の計算式にあてはめると約３２％

となり、容積率緩和の条件にあてはまらない。 

民間のコンベンション施設と連携すると言うが、区が主体的に

建設、運営する施設ではないものを公共的屋内空間と称して容積
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率緩和を図るのは疑問である。民間の建設、運営する施設は、民

間施設であり、最優先されるのは民間の利益である。 

区は、令和４年２月３日に開催された区議会建設環境委員会の

陳情審議において、公的屋内空間について説明しているが、コン

ベンション施設の買い取り先も決まらない中での説明は、区側の

希望を述べるにとどまり、公共的屋内空間になる可能性は未知で

ある。このような不確実な根拠をもとに容積率緩和を図ることは

不当である。 

(b) 本件事業が「当該都市の機能の更新」に資するものではないこ

と 
 本件事業により、多くの弊害が生ずるのであり、「安心・安全・

災害に強いまちづくり」「賑わい、魅力的なまちづくり」などに

資するとは到底言えない。以下、詳記する。 

まず、本件区域においては、区立道灌山中学校跡地、区立ひぐ

らし保育園、西日暮里在宅高齢者通所サービスセンター（令和４

年４月１日、区民合意も図らないまま廃止）等を含む区有地が６

０％を占めている。荒川区は、「現在ある施設を全て除去する。

その後の計画については白紙、これから検討する」と言っている。 
高齢者福祉、子育てについての課題はまちづくりの中で重要な

課題であるにもかかわらず、既存の施設の代替について計画が作

られていない。そして再開発で人口が増えるにもかかわらず学校

などの整備の計画も全くない。「中学校跡地の再開発を企図して、

中学校が不足する計画を作ることは行政の失策であり無駄な支

出であり、一貫性を欠く」と指摘された方もあり、区民のための

「更新」と言えるであろうか。 
このような中で１，０００戸規模のタワーマンションが計画さ

れている。 
超高層建築物は災害においては非常に脆弱であり、首都直下型

地震も危惧される現在の日本においては問題が多い。例えば、超

高層ビルの火災時においては通常３０メートル程度までしか消

防車対応ができない点、エレベーターが停止し多くの区民が避難

民と化す点、長周期地震動に高層住宅内部の被害の問題点、長周

期地震動により傷んだ構造が地震に耐えられるかという問題点

などが考えられる。 
地震大国の日本において、東北地方太平洋沖地震、熊本地震、

能登半島地震と地震が活動期に入っているとみられる時期にお
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いて、これらの地震による被害について慎重な検討がなされたう

えでなければ再開発を進めるべきではない。しかし、これらの合

理的な検討結果は未だ示されていない。 
また、この再開発により作り出そうとしている広場や緑地など

のオープンスペースは試算によると７００～８００㎡程度しか

なく、仮に１，０００戸の住宅の居住者が１，６００人であった

場合、避難地として活用できる面積は一人当たり０．５㎡で体を

横たえることもできないほど狭い空間となる。これに帰宅困難者

等が加わった場合に避難場所としての機能は全く提供できない

事態となる。 
さらに超高層マンションの維持管理費は他のマンションより

も高額となっている。現在居住している住民が住み続けられるの

であろうか。 
高度利用とは、即ち超高層建築物なのであろうか。必ずしも超

高層とは限らないのである。この再開発で提起されている超高層

のタワーマンション建設によって、住民は全て立退きを余儀なく

され、ずっと住み続けたいと思っていた住民が再び戻って来られ

る状況になるかどうかもわからないのである。全てを一掃し、ま

ちを壊してしまうことは機能の更新とは言えない。 
また、超高層建築物により、いわゆるビル風による被害が生ず

る。「防風対策を行わない場合、計画建築物の存在によりランク

外を超える風環境となる地点が５地点、ランク３となる地点が９

地点生じると予測」（環境影響評価書（案））、これに対しては「防

風植栽として高木を植栽」とあるが、どのような効果があるので

あろうか。誰もが、超高層マンションの近くで強風の為歩くのも

大変な体験をしたことがあるのではないだろうか。 
本件隣接地、とりわけ西日暮里六丁目の住人は強風被害を受け、

更に日照権の侵害の影響も大きい。現在、朝から陽が当たり健康

な生活を営んでいたにもかかわらず、超高層建築物が建てば、冬

至で６時間半の日陰になるとされている。「日照権に関しては、

法律的に何ら問題ない」ということで済まされるものではない。

竣工までにおいても、建設工事に伴う騒音、振動、粉塵、アスベ

ストなど近隣地域への悪影響は多大である。 
このような状況を的確にとらえることなく、本件事業をして

「都市機能の更新に資する」と評価することは社会通念に照らし

て著しく妥当性を欠いており、本件区域を都再法第３条第４号要
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件に該当すると判断することは誤りである。本件において、超高

層マンションは、当該区域住民、近隣住民が安心して安全に住み

続けられることを阻害する可能性が大である。 
② 荒川区景観形成ガイドラインに適していない 

荒川区では、平成２４年３月荒川区景観条例が施行され、荒川区

景観形成ガイドラインが作成されている。 
基本理念を以下に記す。 
・下町らしい景観、個性的な景観を生かす 
・川や台地など地形や自然、街道などの歴史的資源を生かす 
・区民等との協力、連携による活動を生かす 
計画の目標は、「新しい息吹の中にも、下町らしい雰囲気の伝わる

風景をつくる」とある。 
高さ・規模についてスカイラインの調和として「著しく突出した

建物は極力避けるように配慮が必要です」と謳われている。 
西日暮里駅近くに４７階の超高層ビルの存在は著しく突出した

建物となる。「日暮里駅前からのスカイラインを考えた」とあるが離

れており繋がっていない。しかも３８階である。「下町らしい雰囲気

の伝わる風景をつくる」ことにはなっていない。 
荒川区景観審議会は荒川区景観条例規程により、「意見を聴くこ

ととされた事項及び良好な景観の形成に関する重要事項を調査す

る機関」であり、「学識経験者４名、区議会議員３名、関係行政団体

４名、公募区民３名」で構成されている。 
当時の都市計画課長は、平成２９年９月１日の景観審議会で、景

観の事前協議制度について報告している。「区の景観条例では、建築

行為などを行う場合、景観形成の方針・基準等に適合するよう努力

することが定められており、一定程度の行為を行う場合には、区へ

の事前協議及び届け出が必要になってございます。」と。 
当日、事前協議制度の報告として「西日暮里駅前地区市街地再開

発事業」について行われた。しかし、討論できず会長は、「重要な問

題で、数分で議論できるようなものではない」「高層マンション自身

がどういうコンセプトなのかということも気になる」、商業施設に

ついても「どういう業態でにぎわいを作り出していくのかはそんな

に簡単な問題じゃない」「大いに議論する必要があります」と発言し、

副会長は、「今日出したのに何の意見もなかったからゴーサインで

あるというふうに受け止めていただくとちょっといけないかなと

思いますので、気をつけていただきたいと思います」と発言してい
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る。にもかかわらず、荒川区ホームページにおいては以降の審議会

は未定とされている。必要不可欠な事前協議はどうなっているのか。

何故、開催されていないのであろうか。ガイドラインの基本理念か

ら外れた再開発計画となっていることを隠蔽するために事前協議

が未だ開催されていないと言わざるを得ない。事前協議がなされな

いまま進められる再開発は手続違反である。 
③ 住民の合意形成を得たとはいえない都市計画案であること 

まちづくりには、地権者の合意形成、借家人の合意形成、そして

地域住民の合意形成の三つの合意形成が必要であるにもかかわら

ず、それら三者それぞれにおいて合意形成が得られていない。 
区立道灌山中学校跡地をどうしようかということから出発した

まちづくりである。平成２４年２月にアンケート調査が行われたが、

対象は地権者と借地権者であり、借家権者である路面店の営業者は

排除されている。そこで営みを続けている借家権者にも、とりわけ

区有地であることから区民にも広く問うことが求められていた。 
区域取りの方向性として、当該地域３２番から３７番全体が「最

大区域案」、３４番から３７番が「最小区域案」、どちらが望ましい

か等の設問のアンケート調査が行われた。 
「シャリエ西日暮里」の区分所有者６３名は地権者としては一人

と扱われるが、他の８０人の地権者と同じようにアンケートが配布

され、３１人が回答している。 
「最大が良いか最小が良いか」回答したのは５８、「最大が良い」

と答えたのは４３。「だから７割以上が最大を求めている」と結論し、

「最大区域を基本とする」とされた。 
しかし、アンケート返信は７６あったのに回答は５８だったとい

う。返信したのに回答なしとされた１８人を精査したところ、区域

取りの意見は表明していた。 
内容は無回答８、区有地のみの再開発２、旧道灌山中学校跡地の

み１、３４番、３５番のみ１、権利床の大きさを見て判断２、まだ

決めかねる１、現状のまま１、再開発反対２、であった。この数字

を含めると最大区域支持は５６．５８％となるのである。 
アンケート返信者数７６から「シャリエ西日暮里」の３１を除く

と４５である。ということは、８０名の地権者から考えればそれ自

体、回答多しとはいえないのである。 
このように強引な数字の操作によって最大区域での開発が行わ

れようとしている。当該地域の住民、区民は「最大区域で、そこま
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で巨大な超高層マンションの建設が必要か？」「道灌山中学校跡地

をどうするかではなかったのか」「区有地有効活用を」「区有地は処

分せず維持すべき」と考えている。 
また、シャリエ西日暮里の新しい代表が再開発準備組合の役員

（理事）に立候補したいと表明された時、区の職員が出席している

理事会で排除する発言がされ、当該の代表を排除したことは再開発

の地域合意をないがしろにする行為であり、今現在のことのように

感じ許されるものではない。 
また、令和３年８月に準備組合理事長自身から、「私は地権者では

ない」との公言があり、その上２～３人の地権なき理事がいて、税

金投入により公共事業を担うにふさわしくない組織と見えている。 
令和４年５月独自調査により理事長が地権者になったことは確

認できた。しかし、令和３年９月１３日のことで、それ以前は地権

者でなかったということであり、準備組合の杜撰さは、区が理事と

して関与するものでありながら、とても公共に資する組織のものと

はいえない。 
区民によるまちづくりが大事であろうに、大手企業主導のものと

なっている。その結果、まちが壊され、住み続けようとしていた住

民がいられなくなる。多くの住民、区民が納得をしておらず、住民

の合意が得られたとは到底いえない。 
④ 商業施設等の建設計画検討内容は議会に公表されていなかった 

商業施設の建設計画は地域の関係者とコンサルタントのみが参

加して勉強会が開催されていたが、その内容は区議会に公表されて

いなかった。 
この勉強会において、コンサルタントは商業施設の面積を３０，

０００平方メートルではテナントを誘致できないと判断してか、１

０，０００平方メートルに変更することや、商業床のフロアの５階

以上は活用できない可能性を説明して、内容が区議会の一部議員の

知るところとなり、区議会建設環境委員会で問題とされた。 
しかし、区はその勉強会資料を区議会に示さないばかりか、商業

施設の面積は従来どおりと区議会建設環境委員会に説明していた。

その後ようやく資料は当時の委員会所属議員に配布された。 
議会で審議を経ないまま確定しようとしていたことは、区と区議 

会の対等性に反し区民合意をないがしろにしようとしているといえ

る。 
この無謀ともいえる商業施設建設は勉強会で参考とされた商業
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施設とは駅前、駅と直結等の条件とは全く異なることを考えると商

業施設のフロアが埋まらず、区が買い取りという事態になりかねな

いということを指摘せざるを得ない。 
その後再開発協力企業が東急不動産に変更となり、計画案がさら

に変更されてきているが、本来の西日暮里駅前ではない地区の再開

発が果たして地域に貢献する開発となるかは甚だ疑問である。 
また、情報公開請求に際して非公開とされた内容に、不存在とす

る内容が多数存在する。 
区を始め都や国の補助金を活用して進めようとしている事業内

容の資料が不存在とは、甚だ疑問である。 
 
以上記述してきたように、住民の合意は得られていない。「文化拠

点としたい」という施設の内容は、未だ検討段階であり、何が必要

で建物を作るのか、区議会・区民の理解も得られていない。区有地

を処分して多額の予算を使ってまで、超高層マンション・民間の商

業施設を建設し、これら事業が失敗した場合、組合参加者（区も含

まれる）に負担が生じることになる再開発を推し進めることは、荒

川区、荒川区民に大きな被害を与えることになる。 
よって、予算の執行にかかる財務会計行為を行ってはならない。

地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え、

本件財務会計行為を差し止めるなど必要な措置を請求する。 
      

 
第２ 請求の受理 
   法第２４２条に規定する住民監査請求の対象となる行為は、違法若しく

は不当な財務会計の行為又は怠る事実であり、非財務会計上の行為は住民

監査請求の対象とはならない。 
本件事業は、請求人が本件請求を行う時点では、区は、事業施行者へ補助

金の交付等、本件事業に係る令和５年度予算は執行していない。しかし、将

来の財務会計上の行為であっても、当該行為がなされることが相当の確実さ

をもって予算が執行される場合に限り、住民監査請求は行うことができると

されている。 
請求人が財務会計行為の停止を求める本件事業については、本件請求に添

付されている「令和５年度荒川区予算説明書」の資料から、令和５年度区一

般会計予算に本件事業に関する補助金が計上されていることが読み取れる。 
こうしたことに併せて、都市計画決定もすでに行われていることや令和３
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年度及び令和４年度区一般会計予算において、本件事業に関する補助金が一

部支出された事実をもってすれば、令和５年度予算についても、区が本件事

業を蓋然性の高い事業として認識し、財務会計がなされることが「相当の確

実さをもって予測される場合」に当たると判断できる。よって、法２４２条

第１項に定める所定の要件を具備しているものと認め、令和６年３月１日付

けでこれを受理した。 
 
第３ 監査の実施 
 １ 監査対象事項 
   将来の財務会計を含め、「令和５年度荒川区予算説明書」等、請求人が資

料を添付し主張する理由により、著しく合理性を欠き、そのために予算執行

の適正確保の見地から看過しえない瑕疵が存するか否かを監査対象とした。 
 
 ２ 監査対象部局 
   防災都市づくり部住まい街づくり課を監査対象とした。 
 
 ３ 請求人の陳述及び証拠の提出 
   請求人に対して、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和６年３月１３

日、陳述の機会を設けた。 
   なお、陳述の当日は、請求人から新たな証拠として提出はなかった。 
   陳述の際、請求人が本件請求の要旨を補足した内容は、おおむね次のとお

りである。 
〇 荒川区は今、災害に備える住宅とか避難用施設の建設こそ必要なのでは

ないかと思う。道灌山中学校の跡地を災害に備える住宅とか避難用施設建

設へ変えられないものだろうかという意見を持っている。 
東京都が平成３０年に公表した地域別危険度は、荒川区は町屋四丁目が

１位、荒川六丁目が３位、そして最新の昨年、令和５年に公表された分で

は荒川六丁目が１位、町屋四丁目が２位となっている。５千の丁目を東京

都は調べているが、そのうち１００位以内にその他１５の地区が荒川区で

は入っている。個人で災害に備えるのは大事だが、高齢者世帯とか低所得

者の世帯では地震等の災害に強い建物に建てかえるのは費用面で大変難

しいと考える。発災後に、仮設住宅等を一時的に建てる費用とかを考える

なら、今のうちに災害に備える住宅を建設して、優先的に考えることはで

きないかと思う。 
〇 再開発が必要とされた理由がタクシーの待機列の問題、自転車や歩行者

の錯綜、放置自転車の問題が挙げられていた。しかし今、タクシーの待機
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列は殆ど見られないに等しい。昨年１１月１７日１８時５０分にＪＲ西日

暮里駅前のタクシー待機列を調査した。その時は道灌山通り北側のタクシ

ー乗り場には１台しかいなかった。バス停付近で待機列ができるところだ

が、殆どそこにはタクシーはなかった。次の１２月１０日日曜日、２０時

５０分に調査した時には、北側のタクシー乗り場には１台しかなかった。

バス停付近にも待機列はなかった。こういった状況で、タクシー乗り場に

待機列が沢山あるから問題だとした条件はなくなっているのではないか

と思う。 
また、自転車や歩行者が混雑により錯綜していると言われているが、Ｊ

Ｒ西日暮里駅改札近くの交差点から西日暮里５丁目交差点までの道灌山

通りの南側は確かに混雑している。しかし、再開発予定地域とされている

北側はむしろ閑散としている状況である。 

〇 次に、放置自転車だが、令和５年１０月１０日と１１日、火曜日と水曜

日の午前１１時に調査した。再開発予定地域内に放置自転車があったのは

わずか３台だった。荒川区が調査した放置自転車の数を調べてみると、再

開発地域内は殆どなく、放置されていたのが多かったのは、広範囲に調査

して台数が多いということで報告されている。 
〇 そして、今回どうしても言っておきたいのは情報公開の件で、区が所有

しているべき情報の開示を求めたが、非開示の理由に不存在とする情報が

非常に多い。入札業務に関する情報や業務委託に関する情報など、公表す

ることが円滑な事業進行を妨げるとは思えない。補助金を使って、区の土

地を提供する事業の情報がそもそも存在しないということの方が重大だ

と思う。存在しない、不存在、それは補助金を得て作っているものがない

ということはあり得ない話だと思う。不存在という情報公開非開示の理由

はとても納得がいかない。 
〇 荒川区市街地再開発事業補助金交付要綱に基づく支出の建築物基本設

計についてだが、区は検証可能な書類を保管しておらず、適正な手続に基

づく補助金支出をしていない。 
行政が文書を作成管理することは行政として正確性の確保及び責任の

明確化等の観点から重要であり、行政の適切かつ効率的な運営にとって必

要であると考える。必要補助金支出事務を合理的に検証できるようにする

ためには補助金が何に使われたかについて、検証できることは必要であり、

添付書類の存在は不可欠と考える。区が確認したと主張するだけでは補助

金支出の適正な手続とはならない。 
〇 また、施設建築物基本設計とは基本設計に関する標準業務について戸建

以外の建築物に係る成果図書を作成するための業務だが、区は成果品によ
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り確認したと主張しているが、どの成果図書により何を確認したかという

ことは明らかにしていない。 
施設建築物基本設計に係る補助金は令和３年度に５千万円、令和４年度

に２億２千８００万円の２回支出が行われている。施設建築物基本設計と

して具体的に何の業務が行われて、その業務の成果図書が何かが判然とし

なければ、果たして区の要綱に従った業務に対して補助金が使用されてい

るかの判断はできない。 
区は、その分量は施設建築物基本設計以外の分も含めて全体で、３年度

については段ボール５箱、４年度については９箱分にも及ぶと主張し、分

量が多いから区が書類を保管しなくても良いとするかのような主張をし

ている。とりわけ再開発に係る区の仕事に必要な書類は、全て保管すべき

であり、分量が多いことを保管していない理由にすることはできない。 
〇 さらに資金計画作成について、資金計画作成業務の補助対象事業額６千

万円は過大であるとともに、業者が公正な手続に基づかず選定されており、

同業務に対する補助金支出は違法である。 
区は資金計画作成について、入札手続を行っていることにより適正な補

助金の支出がなされていると主張している。しかし入札手続が公正な手続

となるためには公正な落札基準、入札参加基準、指名基準が定められ、入

札公告がなされ、落札基準に従った公正な審査がなされることが必要であ

る。しかし準備組合には落札基準はなく、入札参加基準、指名基準はいず

れも都市設計連合が作成し、入札公告はなされず、準備組合が売上げや実

績のある企業に連絡をして、金額を入れてもらったということである。 
不公正な手続によりなされた契約に対する補助金支出は、公正な支出原

則に反する違法な支出であると考える。 
〇 本件区域を都市再開発法３条３号、当該区域内の土地の利用状況が著し

く不健全であることに該当するという判断は誤りである。再開発を進める

ための理由として主張するのは納得がいかない。 
陳述したいことは、区民ホールから民間のコンベンション施設等に変更

し、容積率緩和まで考えたこと、いかに高くタワマンを建て、入戸入所を

多くして利益を上げるか、というデベロッパーのいつものやり方だが、そ

こが、容積率緩和を抜け目なく使うことに対して、地元としては非常に腹

立たしいことである。この街は６割を占める公有地があるから、駅周辺だ

からと再開発を進めてきたが、住民の合意形成を努力せず、排他的に進め

る準備組合の動きを見るにつけ、この再開発は当該都市の機能更新に資す

るものではないのは明らかである。後世、荒川区にとって禍根を残す再開

発であることは明らになるであろうと考える。 
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 ４ 関係職員の調査等 
   法第１９９条第８項の規定により、令和６年３月１３日防災都市づくり

部住まい街づくり課に対し、事情聴取を行った。 
防災都市づくり部住まい街づくり課から聴取した本件事業に関係する西

日暮里駅前地区市街地再開発準備組合（以下「準備組合」という。）の事実

経過及び区の事実経過は、以下のとおりである。 
 

【本件事業に関係する準備組合の事実経過】 
  

 

              
 

【本件事業に関係する区の事実経過】 
平成１９年度 西日暮里五丁目まちづくり協議会に対し、 

「荒川区近隣まちづくり等支援制度」により 

コンサルタントとして㈱INA 新建築研究所を 

派遣 

平成２０年 ㈱INA 新建築研究所に委託し、西日暮里駅周 

辺地区事業化可能性調査を実施 

平成２１年 ㈱INA 新建築研究所に委託し、西日暮里駅周 

平成１８年 地域の地権者が「まちづくり協議会」を設立 

平成１９年 「まちづくり協議会」が「西日暮里五丁目ま 

ちづくり協議会」となる 

平成２６年 ６月 準備組合を設立 

平成２７年 ２月 準備組合結成届を東京都知事に提出 

平成２９年 準備組合が各地権者に対して都市計画手続に 

関する推進依頼書（同意書）の取得を開始 

平成３１年 ３月 準備組合が地権者の推進依頼書を添え、都市 

計画手続の開始依頼を区長に提出 

令和 元年 ６月 準備組合総会にて、西日暮里五丁目２１番地 

の一部を再開発施行区域に追加 

１１月 準備組合が環境影響評価書案を東京都へ提出 

令和 ２年 ９月 施設計画案の修正を開始 

１１月 区と共催で計画変更後の施設計画案による権 

利者説明会を開催 

令和 ５年 ５月 準備組合総会にて、東急不動産㈱を参加組合 

員予定者（地権者が取得する権利床以外の部 

分（保留床）の取得予定者）に決定 

令和 ６年 ２月 準備組合が事業計画案に関する地権者向け説 

明会を開催 
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辺地区勉強会等コンサルティング業務委託を 

実施 

平成２２年 ㈱INA 新建築研究所に委託し、西日暮里駅周 

辺地区勉強会等コンサルティング業務委託を 

実施 

平成２３年 ㈱INA 新建築研究所に委託し、西日暮里駅周 

辺地区勉強会等コンサルティング業務委託を 

実施 

平成２４年 ㈱INA 新建築研究所に委託し、西日暮里駅周 

辺地区まちづくり検討会等コンサルティング 

業務委託を実施 

平成２５年 （協同組合）都市設計連合に委託し、西日暮 

里駅周辺地区再開発推進コンサルティング業 

務委託を実施 

平成２６年 （協同組合）都市設計連合に委託し、西日暮 

里駅周辺地域まちづくり構想策定業務委託を 

実施 

準備組合に関して、荒川区市街地再開発事業 

化支援補助金交付要綱に基づく事業化支援補 

助金を交付 

平成２７年 準備組合に関して、荒川区市街地再開発事業 

化支援補助金交付要綱に基づく事業化支援補 

助金を交付 

平成２８年 準備組合に関して、荒川区市街地再開発事業 

化支援補助金交付要綱に基づく事業化支援補 

助金を交付 

平成２９年 準備組合理事に荒川区副区長が就任 

平成３１年 ３月 準備組合からの都市計画手続に関する推進依 

頼書を受理 

令和 元年 ６月 

      ７月 

費用便益分析調査委託を実施 

東京都再開発課連絡調整会議 

 ９月 都市計画法第１６条に基づく都市計画原案の 

説明会及び図書の縦覧を実施 
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令和 ２年１１月 

 

 

 

令和 ３年 １月 

 

 ３月 

 

 ６月 

令和 ４年 ３月 

 

       

４月 

準備組合と共催で都市計画原案及び施設計画 

案の変更に関する権利者説明会を開催 

東京都再開発課連絡調整会議（変更施設計画 

案） 

建設環境委員会で変更施設計画案の内容を報 

告 

本件事業に係る都市計画案を荒川区都市計画 

審議会に付議 

本件事業に係る都市計画決定・告示 

準備組合に対する令和３年度市街地再開発事

業補助金及び公共施設管理者負担金の支払手

続完了 
準備組合に対する令和３年度市街地再開発事

業補助金及び公共施設管理者負担金の支払完

了 
令和 ５年 ３月 

 

 

      ４月 

 

 

 ７月 

準備組合に対する令和４年度市街地再開発事

業補助金及び公共施設管理者負担金の支払手

続完了 

準備組合に対する令和４年度市街地再開発事

業補助金及び公共施設管理者負担金の支払完

了 
準備組合に対する令和５年度市街地再開発事

業補助金及び公共施設管理者負担金の交付決

定 

 
 ５ 監査対象部局の説明 
   請求人の主張に対する防災都市づくり部住まい街づくり課の主な説明の

要旨はおおむね次のとおりである。 
  本件事業は、令和３年６月に都市計画決定され、現在、将来施行者となる

準備組合が組合設立に向けて、地権者の個別面談等を実施している段階であ

る。 

市街地再開発事業とは、子供たちが遊べるような公園等の公共施設が十分

にないなど、土地の利用状況が不健全な地区について、地区内の建築物を除

却して高層のビル等を建築し、併せて道路やオープンスペース等の整備を行

う公共性の高い事業である。 

都市計画決定とは、住民が安全・安心で快適に生活できるまちをつくるた
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め、施行区域や公共施設の規模、建築物の主要用途といった事業の基本的な

枠組みを都市計画として定める手続をいい、本件事業においてもこれらを定

めている。 

都市計画決定後は、事業を実施するにあたって障害となる行為や利益目的

の土地の売買等を防止し、将来の事業が円滑に行われるようにするため、建

築物の建築制限や土地の売買制限がかかる。 

   組合設立にあたっては、都市再開発法第１４条の規定に基づき、所有権及

び借地権を有する者のそれぞれの３分の２以上の同意を得なければならな

い。また、同意した者の宅地と借地の地積の合計が総地積の３分の２以上で

なければならない。 
（１） 「本件事業の施行区域は、都市再開発法第３条の要件を満たさない」

とする請求人の主張に関して 
     本件区域は以下により、都市再開発法第３条に適合する。 

 

①  都市再開発法第３条第１号について 

     都市再開発法第３条第１号の規定では「当該区域が高度利用地区、 

都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあ

ること」とされており、本件事業では、令和３年６月に東京都市計画

高度利用地区の変更がなされたことから、適合する。 

 

②  都市再開発法第３条第２号について 

都市再開発法第３条第２号の規定では、「当該区域内にある耐火建築

物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあ

る全ての建築物の建築面積の合計のおおむね３分の１以下であること

又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地

面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね３分

の１以下であること」とされている。 

イ 地階を除く階数が２以下であるもの 

ロ 政令で定める耐用年限の３分の２を経過しているもの 

ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下 

を生じているもの 

ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区に関する都市計画に

おいて定められた建築物の建築面積の最低限度の４分の３未満で

あるもの 

ホ 容積率が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画に

おいて定められた建築物の容積率の最高限度の３分の１未満であ
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るもの 

へ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設である公共施

設の整備に伴い除却すべきもの 

 

     すなわち、市街地再開発事業の施行区域は、高度利用地区等の区域内

であって、土地の有効・高度利用をすべきことが都市計画上要請される

ところで、かつ、現に土地を有効・高度利用している耐火建築物の割合

が低く、低度利用のまま放置されている区域でなければならないとす

るものである。 

 

本件区域において、上記のイ～ヘの要件に該当しない（＝現に土地を

有効・高度利用している）耐火建築物の建築面積及び敷地面積の割合は

以下のとおり。 

建築面積：372 ㎡/7,817 ㎡（当該建築面積/総建築面積）＝ 

0.048≦ 1/3（0.333） 

敷地面積：988 ㎡/14,688 ㎡（当該敷地面積/総敷地面積）＝ 

0.067≦ 1/3（0.333） 

  

以上により、都市再開発法第３条第２号の要件に適合する。 

 

③   都市再開発法第３条第３号について 

都市再開発法第３条第３号の規定では、「当該区域内に十分な公共施

設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等によ

り、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること」とされ

ている。これは、「高度利用すべき区域において低度利用されている区

域」であって、かつ、土地の利用状況が著しく不健全でなければなら

ないとするものである。 
すなわち、施行区域内に十分な公園がなく子供たちにとって遊ぶ場

所がほとんどないとか、施行区域内の道路では自動車の通過交通が頻

繁であるにもかかわらず歩道が全くなく、買い物、通学、通勤に際し

危険度が高いというように、必要な公共施設を欠いている場合には、

土地の利用状況が不健全であるということができる。 

また、各宅地が細分されているところにおいて、各戸ばらばらに建

て替えるようなことになれば、相互に迷惑を及ぼし合う結果となり、

非常に不健全な土地利用の状態となる。 

したがって、建物倒壊率等といった建築物の健全性と混同すること
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なく、あくまでも公共施設が不足していることや宅地の細分化といっ

た土地の利用状況について判断すべき事項である。 
 

       本件区域は、東側を都道５８号線（尾久橋通り）、南側を都道４５７

号線（道灌山通り）といった広幅員道路に面しているものの、区域内の

区画道路のうち、特別区道荒２５０号線の一部と同２５１号線は幅員

４メートル未満と狭く、さらに歩道もほとんど整備されていないこと

から、歩行者の安全性が確保されているとはいえない。 

     また、本件区域内には公園や児童遊園が無いほか、大小さまざまな敷

地が混在し、宅地のおよそ３分の１が６０平方メートル未満に細分さ

れている。さらに、建築物の前面道路の幅員が狭いことにより、指定容

積率（都市計画において定められる容積率）を上限まで使いきれていな

い宅地も多く存在している。 

     これらの状況から、駅前の好立地が十分に生かされた土地の利用が

なされているとはいえず、土地の利用状況が不健全であるというほか

ない。 

 

 以上により、都市再開発法第３条第３号の要件に適合する。 

 

④  都市再開発法第３条第４号について 

都市再開発法第３条第４号の規定では「当該区域内の土地の高度利 

用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること」とされてお

り、ここでいう「都市の機能の更新」とは、不良建築物を除却し、住

宅、事務所等の建築物を建設するとともに地域に必要な公共施設等が

確保され、土地の高度利用が行われることによって、良好な市街地環

境の創造、都市の安全性の確保、既成市街地における計画的な住宅の

供給、商業業務機能の再編成による土地利用の合理化等が図られるこ

とをいう。 

「荒川区都市計画マスタープラン」においては、本件区域及び日暮 

里駅周辺を含めた一体的なエリアが、商業・業務機能をはじめとする

多様な都市機能が集積した国内外から人々が訪れる「広域拠点」とし

て位置付けられている。 

本件事業は、高度利用地区の建物内において、住宅や商業施設、業 

務施設、文化交流施設、コンベンション施設を配置するなど、各施設

が有する機能の集約を図るとともに、都市計画道路や交通広場、ペデ

ストリアンデッキ等の公共施設を整備し、土地利用の合理化等を図る
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ものである。 

 

以上により、都市再開発法第３条第４号の要件に適合する。 

 

（２） 「民間コンベンションの施設を公共的屋内空間と称して容積率緩和

を図るのは疑問である」とする請求人の主張に関して 

 高度利用地区の都市計画決定で示されている容積率の最高限度の特

例では、「荒川区高度利用地区指定方針及び指定基準に定める公共的屋

内空間に適合し、芸術文化振興及び産業振興等に資すると区長が認め

た用途（コミュニティ施設、劇場等）に供する部分の床面積の合計の敷

地面積に対する割合が１０分の５未満である建築物にあっては、１０

分の５を減じる。」とされている。 

 ここでいう「公共的屋内空間」とは、「高度利用地区内の建築物に設

けるアトリウム、ホール等の交流施設やギャラリー、美術館等の文化施

設等で、地区計画等によりその計画的な必要性が明らかにされたもの

をいう。」とされており、請求人がいう区が主体的に建設、運営する施

設に限定されていない。 

  よって、民間の施設を公共的屋内空間とすることに何ら疑義が発生す

るものではない。 

  なお、本件事業の現在の計画では、文化交流施設とコンベンション施

設における公共的屋内空間の床面積の合計の敷地面積に対する割合は

約６０パーセントであり、前述の５０パーセントの要件を満たしている。 

 

（３） 「荒川区景観形成ガイドラインに適していない」とする請求人の主張

に関して 
本件事業は以下により、荒川区景観計画の基本理念から外れていない。 

 

 請求人は、荒川区景観形成ガイドラインに基づいて指摘されている

が、これは荒川区景観計画を分かりやすく解説したものであり、方針等

については荒川区景観計画に定められていることから、本説明は荒川

区景観計画をもって行う。 

    

①  本件区域における荒川区景観計画の方針等は以下のとおり。 

ア 景観計画対象区分 

一般地域の駅周辺商業地（用途地域変更済） 

イ 景観形成の目標 
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商業・業務機能を中心に、居住機能や文化・交流機能など多様な

都市機能が集積した地域性を生かし、活気とにぎわいのある市街

地景観を形成する。 

ウ 景観形成方針 

多様な都市活動の中心にふさわしい日暮里駅、西日暮里駅、南千

住駅周辺の風格のある景観形成 

       ・区を代表する商業・業務空間として、駅前広場などからの眺め

に配慮し、色彩や屋外広告物等については、にぎわいと個性を失

わない範囲で適切な誘導を行い、駅前にふさわしい文化・交流空

間を演出する景観形成を図る。 

     ・区の主要駅にふさわしい花と緑によるもてなしの景観形成を 

図る。 

エ 景観形成基準（高さ・規模） 

       ・周辺の建築物群のスカイラインに配慮し、著しく低い建築物や

突出した高さの建築物は避ける。 

     ・周辺の主要な眺望点からの見え方に配慮する。 

 

現在は具体的な建築物の設計に着手する前段階であり、イ～エを満た 

すよう検討が行われている。特に、エの高さ・規模については、荒川区

景観形成ガイドラインに示されているスカイラインの調和等に従い、低

層部と上層部で壁面に変化をつけるほか、周囲の建築物と類似した色彩

を使うなど、具体的な建築物の設計段階で、圧迫感の軽減や周辺の街並

みとの調和を図る検討をしていく。 

 

②  本件事業は、以下の手順により景観法に関する手続を行うもので

ある。荒川区景観審議会への追加報告が行われないことにより、荒

川区景観基本計画の理念から外れた計画であるとの指摘はあたら

ない。 

ア 本件事業における計画建築物は高さが６０メートル、延床面積

が３０，０００平方メートル以上となることから、東京都景観計

画の対象となる。「荒川区景観計画では、都との協議が完了したも

のは区の事前協議も完了したものとみなす」とされていることか

ら、事前協議において、荒川区景観審議会での調査・審議を行う

案件にはあたらない。 

イ 東京都景観計画では、市街地再開発事業について、事業を行お

うとする者が、東京都の再開発課連絡調整会議の３０日前までに
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事前協議を行うこととしており、準備組合はこれを行っている。 

ウ イの事前協議にあたり、区も景観行政団体として景観行政を担

っていること及び本件事業を推進する立場であることから、区の

景観アドバイザーからの意見聴取や荒川区景観審議会への情報提

供を行わずに、景観に関する手続を進めることは不誠実であると

考え、平成２９年９月の景観審議会で状況報告を行ったものであ

る。 

エ 今後は、東京都及び区に対し、建築確認申請の３０日前までに

景観法第１６条第１項に基づく届出を行うこととなる。 

 

（４） 「住民の合意形成を得たとはいえない都市計画案であること」とする 
請求人の主張に関して 
本件事業は、準備組合による住民説明会や合意形成に向けた地権者面 

談等を経て、令和３年６月に都市計画決定されており、合意は得られて 

いるものと考える。 

 

    ① 区域取りに関するアンケートについて 

      都市計画決定後に都市再開発法に基づく再開発組合となるために

は、土地所有者、借地権者それぞれの３分の２以上の賛成がなければ

ならない。 

      マンションの区分所有者は、都市再開発法では共有の土地に属す

る宅地の扱いについて、共有持分の割合によることとしており、１人

の意向については、共有人数分の１として計算することになる。これ

は、仮にマンションの区分所有者ごとに賛成、反対を１と数えると、

大規模マンション等の場合、区域内にある１つの宅地の区分所有者

の意向により、その市街地再開発事業に関する賛成、反対の意見が決

まってしまうなど、他の地権者との関係で不均衡が生じる恐れがあ

るためである。 

      請求人は、地権者としては１人と扱われるマンションの区分所有

者６３名にアンケートを配布したことを指摘しているが、居住する

住民の１人１人について、アンケートに回答する機会を与えること

は、なんら批難を受けるべきものではない。 

 

  ② 準備組合役員について 

本件事業の準備組合役員の任免等は、当該組合の規約により定め 

られており、各理事は適正な手続に則り選任されている。 
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請求人は、準備組合を「税金投入により公共事業を担うにふさわし 

くない組織」と指摘しているが、これは請求人独自の主張といわざる 

を得ない。 

 

（５） 「商業施設等の建設計画検討内容は議会に公表されていなかった」と

する請求人の主張に関して 
 準備組合では、本件事業の商業施設の方向性を検討し、基本設計や

事業計画に反映させるため、専門コンサルタントを活用した商業勉強

会を開催していた。この勉強会は、地権者等を対象とし、これまで令

和３年１２月、令和４年２月、４月及び６月の計４回開催された。 
請求人は、「商業施設の面積を３０，０００平方メートルから１０，

０００平方メートルに変更すること」や「商業施設の５階以上のフロ

アは活用できない可能性があること」、「商業勉強会の資料を区議会に

示さないこと」について指摘しているが、区は、令和４年４月１４日

に開催された建設環境委員会において、以下を説明している。 
 

 ① 商業施設の面積及びフロア構成について 

ア 面積の考え方について 

第１回商業勉強会の資料に記載されている１０，０００平方メート

ルは「店舗面積」であり、廊下や階段等の共用部分を含めた「延床面

積」は約３０，０００平方メートルである。 
イ フロア構成の考え方について 

５～６階に飲食やサービスを導入することで、６層の商業施設でも

十分に可能性があると準備組合は検討している。 

 

  （参考）本件事業における商業施設の面積の考え方 

延床面積※１ 約２９，６００㎡ 

店舗面積※２ 

約１３，５００～１５，０００㎡ 

（想定される割り振り） 

・１～４階：物販のフロア      約１０，０００㎡ 

・５～６階：飲食やサービスのフロア 約 ５，０００㎡ 
※１延床面積：商業施設の全体面積 
※２店舗面積：売場の面積（飲食やサービスを含む。） 

 
② 商業勉強会の資料について 

令和４年８月２日の建設環境委員会において、区は、商業施設の検 
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討状況を報告するとともに、これまで開催された第１回から第４回 

までの商業勉強会の資料を配付した。 
また、令和５年５月３０日の準備組合総会で参加組合予定者が東 

急不動産㈱に決定された。区は、令和５年６月９日の建設環境委員会 

で東急不動産㈱が参加組合員選定において評価されたポイントを、 

令和６年２月５日の建設環境委員会で東急不動産㈱の提案を反映し 

た事業計画案（商業施設の計画を含む。）を報告している。 
 

（６）「駅前ではない地区の再開発が地域に貢献する開発となるか疑問であ

る」とする請求人の主張について 

  一般論として、駅前がどの範囲を指すか明確な定義はなく、本件事業

の施行区域を駅前ではないとする請求人の主張には理由がない。 

     また、本件事業は、５（１）で主張したとおり、地域に貢献する開発

となるものと考えている。 

 

（７）「情報公開請求に際して、補助金を活用して進めようとしている事業

内容の資料が、不存在とは疑問である」とする請求人の主張について 

 区は、荒川区情報公開条例に基づき、請求のあった情報に対して公開、

部分公開、非公開の決定をしている。ここでいう情報とは、同条例第２

条第２号において、「・・・実施機関が保有しているものをいう。」と規

定されており、区が現に保有していない情報は不存在としている。 

 本件事業における不存在の情報とは、例えば、準備組合理事会で配付

され、情報管理の観点等から当日回収された資料等があげられる。 

     請求人は、「本件事業の資料が不存在であることは疑問である」旨述

べるが、準備組合理事会の資料は準備組合が作成するものであり、本件

事業に関する資料すべてを区が保有しなければならないとする根拠は

ないことから、請求人独自の主張といわざるを得ない。 

     なお、区の補助金支出については、荒川区市街地再開発事業補助金交

付要綱に基づき、実績報告書及び検査における成果品の確認等により

適正に手続を行っている。 

 

第４ 監査の結果と判断 
 １ 監査の結果 
   本件請求については、合議により、次のように決定した。 
    
   請求人の主張については、理由がないものと認めこれを棄却する。 



25 
 

    
 ２ 判断及び理由 

まず、本件事業は、請求人が請求を行った時点においては、区は、事業施

行者へ補助金の交付等、本件事業に係る令和５年度予算は執行していない。 
しかしながら、都市計画決定はすでに済んでおり、令和３年度区一般会計

予算及び令和４年度区一般会計予算において、本件事業に関する補助金が一

部支出された事実をもってすれば、区が本件事業を蓋然性の高い事業として

認識し、財務会計行為がなされることが「相当の確実さをもって予測される

場合」に当たると判断できる。 
そこで、仮に、区が行った都市計画決定が違法な状態のままなされ、本件

区域の市街地再開発事業が進捗し、区が本件事業に対して補助金を支出する

ことが区の大きな損害に繋がると請求人が憂慮した結果の請求と斟酌して

次のとおり判断をする。 
 
都市再開発法第３条第３号については、「区域内の区画道路のうち、特別

区道荒２５０号線の一部と同２５１号線は幅員４メートル未満と狭く、歩道

もほとんど整備されていないことから、歩行者の安全性が確保されていない」

ことや「本件区域内には公園や児童遊園が無いほか、大小さまざまな敷地が

混在し、宅地のおよそ３分の１が６０平方メートル未満に細分されている」

こと、「建築物の前面道路の幅員が狭いことにより、指定容積率（都市計画

において定められる容積率）を上限まで使いきれていない宅地も多く存在し

ている」ことから、「駅前の好立地が十分に生かされた土地の利用がなされ

ているとは言えず、土地の利用状況が不健全であると言うほかない。よって、

同条同号の要件に適合する」と担当課である住まい街づくり課は説明をして

いる。 

こうした住まい街づくり課の都市再開発法第３条第３号に照らした本件

区域の現状認識は請求人とは異なるものの、住まい街づくり課の認識や解釈

が違法又は不当なものにあたるとは言えない。 

 

都市再開発法第３条第４号については、「「荒川区都市計画マスタープラン」

においては、本件区域及び日暮里駅周辺を含めた一体的なエリアが、商業・

業務機能をはじめとする多様な都市機能が集積した国内外から人々が訪れ

る「広域拠点」として位置付けられている」「本件事業は、高度利用地区の

建物内において、住宅や商業施設、業務施設、文化交流施設、コンベンショ

ン施設を配置するなど、各施設が有する機能の集約を図るとともに、都市計

画道路や交通広場、ペデストリアンデッキ等の公共施設を整備し、土地利用
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の合理化等を図るものである。よって、同条同号の要件に適合する」と住ま

い街づくり課は説明をしている。 

この解釈についても都市再開発法第３条第３号と同様、住まい街づくり課

の考え方に違法性又は不当性を認めることはできない。 

また、民間コンベンションの施設を公共的屋内空間と称して容積率緩和を

図ることに対する請求人の疑義については、公共的屋内空間には、区が主体

的に建設、運営する施設に限定されず、民間の施設もこれにあたるとする住

まい街づくり課の主張を否定する客観的な根拠は見当たらない。 

   その他請求では、人口増加に伴う学校整備の遅れや超高層建築物におけ 

  る災害時の脆弱性、避難場所としての不適格性、超高層マンションの維持管

理費の高額性、ビル風や日照権などの指摘もあるが、これらはいわば、本件

事業そのものに反対する意見としての事由であって、区が行う財務会計行

為が違法又は不当となることを直接適示しているものとは認められない。 

 

次に、「荒川区景観形成ガイドラインに適していない」とする請求人の主

張について、「荒川区景観形成ガイドライン」は「荒川区景観計画」を分か

りやすく解説したものであり、方針等については「荒川区景観計画」に定め

られている。 

その「荒川区景観計画」では、景観計画区域区分、景観形成の目標、景観

形成方針、景観形成基準（高さ・規模）が、方針等として定められている。 

「現在は具体的な建築物の設計に着手する前段階であり、景観形成の目標

や景観形成の方針、景観形成の基準を満たすよう検討が行われている。特に、

景観形成基準の高さ・規模については、建築物の設計段階で荒川区景観形成

ガイドラインに示されているスカイラインの調和等に従って、低層部と上層

部で壁面に変化をつけたりするなど、周辺の街並みと調和を図るよう検討し

ていく」「本件事業は、東京都景観計画の対象となり、東京都との協議が完

了したものは区の事前協議も完了したものとみなすことから、事前協議にお

いて、荒川区景観審議会での調査・審議を行う案件にあたらない」「今後、

本件事業で整備する建築物の確認申請前に、東京都及び区に対し、景観法第

１６条第１項に基づく届出を行うこととなる」と住まい街づくり課は説明を

行っている。  
区が、実施すべき手順等を踏まえて判断をすれば、請求人が主張する理由

をもって、本件事業に係る財務会計行為を行ってはならないとする違法性や

今後本件事業に係る財務会計行為を行うことが、著しく合理性を欠き、区が

損害を被る結果となるまでの瑕疵が存するとは認められない。 
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次に、「住民の合意形成を得たとはいえない都市計画案であること」とす

る請求人の主張については、「本件事業は、準備組合による住民説明会や合

意形成に向けた地権者面談等を経て、令和３年６月に都市計画決定されてい

ること」「居住する住民の一人ひとりについて、アンケートに回答する機会

を与えることは、なんら批難を受けるべきものではない」と住まい街づくり

課は説明をしている。区は、これまで、準備組合とともに説明会を開くなど、

本件事業に関する合意形成に向けた一定の取組みを行っている。 
また、大規模マンションが存在した場合に、当該マンションの意見が地権

者全体の意見となってしまうことを避けるため、区分所有マンション１棟に

ついて、賛成、反対等を共有持分の割合により一つの意見と集計せざるを得

ない都市再開発法の仕組みは、やむを得ないものと理解できる。 
そうした点を踏まえれば、請求人の主張は、客観的に違法性を指摘してお

らず、請求人の解釈、考え方を主張しているものと解されることから、請求

人の主張は認められない。 
本件事業の準備組合役員についての請求人の主張についても同様であり、

この主張自体が請求人の考え方に基づく意見であって、区が行う財務会計行

為の違法性又は不当性に言及しているものとは認められない。 

 

   請求人は、コンベンション施設の買い取り先も決まらない中、区が容積率

の緩和要件は満たしているとして計画を進めることはおかしい旨の主張も

しているが、現状においては、容積率の緩和要件を満たしていないとも言え

ない。したがって、請求人のこの主張自体もまた、区が重大な法律違反を犯

しているため、本件事業に係る財務会計行為を行ってはならないとする理

由とは認められない。 
 

次に請求人は、商業施設等の建設計画検討内容は議会に公表されていない

と主張しているが、それに対し、住まい街づくり課は、令和４年４月１４日

の建設環境委員会で商業施設の面積やフロア構成の考え方を、「第１回商業

勉強会の資料に記載されている１０，０００平方メートルは「店舗面積」で

あり、廊下や階段等の共用部分を含めた「延床面積」は約３０，０００平方

メートルである」と説明している。 
また、令和４年８月２日の建設環境委員会で、区は、商業施設の検討状況

を報告するとともに、これまで開催された第１回から第４回までの商業勉強

会の資料を配付している。 
さらに、令和５年５月３０日の準備組合総会で参加組合予定者が東急不動

産㈱に決定され、区は、同年６月９日の建設環境委員会で東急不動産㈱が参
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加組合員選定において評価されたポイントを挙げて報告し、令和６年２月５

日の建設環境委員会で東急不動産㈱の提案を反映した事業計画案（商業施設

の計画を含む。）を報告している。 

 

このように、区は、手順を踏んで、議会等必要なところでは、本件に関す

る情報の共有を図っているところであり、こうした区の行為に何ら違法性や

瑕疵が存在するとは言えず、請求人のこの主張もまた、本件に関して区が財

務会計行為を行ってはならないとする理由とは認められない。 
 
最後に、情報公開請求に際して非公開とされた内容に不存在とする内容が

多数存在し疑問であるとする点に関して、住まい街づくり課は「準備組合が

作成し保有する資料を区が全て保有する根拠はない。」とし、また、補助金

の支出に係る手続についても、「補助金交付要綱に基づき、実績報告書及び

検査における成果品の確認等により適正に手続を行っている。」と説明して

いる。 
区は、情報公開請求のあった内容について、荒川区情報公開条例に基づい

て、公開、部分公開、非公開の判断を行い決定したものであり、このことが

直ちに、本件請求における区が行う令和５年度予算の執行に係る財務会計行

為の違法性又は不当性に結び付くものとは認められない。 
 
   以上、請求人の主張には理由がないものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


